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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

１５４ 令和７年度徳島県一般会計補正予算（第１ 財政課

０号及び第１１号）及び令和７年度徳島県

各種特別会計補正予算並びに令和８年度徳

島県一般会計予算及び令和８年度徳島県各

種特別会計予算の要領を公表する件

１５５ 土壌汚染対策法に基づく要措置区域を指定 環境管理課

する件

１５６ 指定自立支援医療機関を指定した件 障がい福祉課

１５７ 指定自立支援医療機関の指定を更新した件 同

１５８ 同 同

１５９ 大規模小売店舗立地法の規定による届出が 企業支援課

あった件

１６０ 大規模小売店舗立地法の規定により意見を 同

聴取した件

１６１ 特定農業用ため池を解除した件 生産基盤課

１６２ 保安林の指定を解除する件 森林土木・保全課

１６３ 保安林予定森林に関する通知を受けた件 同

１６４ 同 同

１６５ 道路の供用を開始する件 高規格道路課



【告示】

番 号 表 題 担当課名

１６６ 土砂災害警戒区域を指定する件 砂防防災課

１６７ 土砂災害警戒区域の指定を解除する件 同

１６８ 土砂災害特別警戒区域を指定する件 同

１６９ 土砂災害特別警戒区域の指定を解除する件 同

１７０ 特定調達契約について一般競争入札により 教育委員会

落札者を決定した件

【正誤】

番 号 表 題 担当課名

※ 令和３年５月２８日付け徳島県報第３２９ 公安委員会

号徳島県警察本部告示第１号中訂正



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八

年
三
月
十
一
日
徳
島
県
議
会
の
議
決
を
経
た
令
和
七
年
度
徳
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
号
及
び
第

十
一
号
）
及
び
令
和
七
年
度
徳
島
県
各
種
特
別
会
計
補
正
予
算
並
び
に
令
和
八
年
度
徳
島
県
一
般
会
計
予

算
及
び
令
和
八
年
度
徳
島
県
各
種
特
別
会
計
予
算
の
要
領
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
企
画
総
務
部
財
政
課
、
県
庁
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
及
び
県
民
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害

を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要

な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

要
措
置
区
域

三
好
市
池
田
町
ウ
ヱ
ノ
三
○
○
八
番
一
の
一
部
（
次
の
図
の
と
お
り
）

二

土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「

省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の

種
類六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置
（
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
示
措

置
を
い
う
。
）

省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
に
規
定
す
る
地
下
水
の
水
質
の
測
定

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

株
式
会
社
ナ
ー
シ
ー
ズ

徳
島
市
南
庄
町
二
丁
目
二
五－

ひ
か
り
薬
局
あ
き
の
か
み

鳴
門
市
瀬
戸
町
明
神
字
鳴
谷
一

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
八
年
三
月

一

店

二
〇－

七

更
生
医
療
（
薬
局
）

一
日



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所

担

当

す

る

指
定
更
新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

徳
島
健
康
生
活
協
同
組
合

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番

徳
島
健
生
病
院

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番

育
成
医
療
（
腎
臓
に
関
す

令
和
八
年
二
月

地

地

る
医
療
）

一
日

更
生
医
療
（
腎
臓
に
関
す

る
医
療
）



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

指
定
更
新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

株
式
会
社
レ
デ
イ
薬
局

愛
媛
県
松
山
市
南
江
戸
四
丁
目

レ
デ
イ
薬
局
佐
古
店

徳
島
市
佐
古
三
番
町
一
五
番
二

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
八
年
二
月

三
番
三
七
号

二
号

更
生
医
療
（
薬
局
）

一
日

株
式
会
社
ア
ッ
プ
ル
調
剤

阿
南
市
那
賀
川
町
赤
池
一
七
五

ア
ッ
プ
ル
調
剤
薬
局
大
野

阿
南
市
中
大
野
町
北
傍
示
四
八

同

同

薬
局

番
地
三

店

三
番
地
一

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・

徳
島
市
北
常
三
島
町
一
丁
目
一

北
常
三
島
調
剤
薬
局

徳
島
市
北
常
三
島
町
二
丁
目
四

同

同

三
月

ア
シ
ス
ト

〇
番
地
一
七

八
番
一

一
日

株
式
会
社
ア
イ
ン
フ
ァ
ー

北
海
道
札
幌
市
白
石
区
東
札
幌

ア
イ
ン
薬
局
徳
島
大
学
病

同

蔵
本
町
三
丁
目
一
八
番

同

同

四
月

マ
シ
ー
ズ

五
条
二
丁
目
四
番
三
〇
号

院
店

一
五

一
日

株
式
会
社
レ
イ
ル

徳
島
市
佐
古
六
番
町
七
番
四
号

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
佐
古

同

佐
古
六
番
町
七
番
四
号

同

同

店

同

同

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
東
佐

同

佐
古
二
番
町
五
番
二
一

同

同

古
店

号



同

同

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
健
康

同

佐
古
四
番
町
六
番
一
九

同

同

館

号

株
式
会
社
三
愛
薬
局

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
東
浜
三

三
愛
薬
局
斎
田
支
店

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
大
堤
二

同

同

六
六
番
地
二

二
三
番

有
限
会
社
郡
茂
薬
局

徳
島
市
東
新
町
二
丁
目
六－

二

ぐ
ん
も
調
剤
薬
局
佐
古
東

徳
島
市
佐
古
四
番
町
三－

一
八

同

同

店

ロ
ー
タ
ス
ワ
ゼ
ル
一
階

株
式
会
社
充
聖
堂

阿
南
市
横
見
町
北
裏
三
二

ハ
ッ
ピ
ー
薬
局
津
田
店

同

津
田
本
町
四
丁
目
五
一

同

同

四－

一

田
村
薬
品
有
限
会
社

徳
島
市
大
道
一
丁
目
五
番
地
一

つ
る
が
や
薬
局

同

大
道
一
丁
目
五
番
地
一

同

同

一
般
財
団
法
人
厚
仁
会

同

蔵
本
町
二
丁
目
五
〇
番

一
般
財
団
法
人
厚
仁
会
薬

同

蔵
本
町
三
丁
目
一
八
番

同

同

地
一
徳
島
大
学
院
内

局

一
五

有
限
会
社
マ
リ
コ
ー
ポ
レ

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
桜
間

フ
ァ
ー
マ
シ
ア
コ
ス
モ
ス

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
桜
間

同

同

ー
シ
ョ
ン

二
五
三－

一

薬
局

二
一
四

有
限
会
社
タ
イ
ニ
ー

同

石
井
字
石
井
六

に
け
ん
や
薬
局

徳
島
市
二
軒
屋
町
三
丁
目
三
七

同

同

三
六－

二
二

番
一

株
式
会
社
共
生
バ
ッ
ク
ア

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
北
川
向

ハ
ー
ト
調
剤
薬
局
名
東
店

同

名
東
町
二
丁
目
六
六
一

同

同

ッ
プ
シ
ス
テ
ム

弐
ノ
越
九
九－

二

－

四

同

同

ハ
ー
ト
調
剤
薬
局
東
中
富

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
字
長
江

同

同



店

傍
示
三－

三

株
式
会
社
フ
レ
ン
ド
フ
ァ

徳
島
市
八
万
町
法
花
三
番
地
三

す
み
れ
調
剤
薬
局

徳
島
市
金
沢
一
丁
目
八
四－

五

更
生
医
療
（
薬
局
）

同

ー
マ
シ
ー

有
限
会
社
ア
ピ
ス
フ
ァ
ー

同

春
日
二
丁
目
五－

四
六

ダ
イ
ヤ
薬
局

同

国
府
町
府
中
字
河
原
畑

育
成
医
療
（
薬
局
）

同

マ

六
七－

二

更
生
医
療
（
薬
局
）



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
二

十
七
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
フ
ジ

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

山
口

普

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

マ
ル
ナ
カ
市
場
店

所
在
地

阿
波
市
市
場
町
香
美
字
秋
葉
本
八
二
―
一
ほ
か

３

変
更
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（一）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

七
七
台

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

五
三
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（二）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

一
○
台

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

五
四
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

（三）



変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

（２）

三
五
・
六
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

（２）

三
九
九
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

（四）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

三
二
・
七
八
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

三
六
・
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

（五）

変
更
前

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

変
更
後

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（六）

変
更
前

午
前
八
時
四
十
分
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
二
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

（七）

変
更
前
出
入
口
の
数

（１）

五
箇
所

位
置

（２）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

変
更
後
出
入
口
の
数

（１）

三
箇
所



位
置

（２）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（八）

変
更
前

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設
一

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
二

午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で

４

変
更
年
月
日

令
和
八
年
十
一
月
六
日

二

届
出
年
月
日

令
和
八
年
三
月
五
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
阿
波
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課
並
び
に

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
七
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
阿
波
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
ロ
ー
ズ
国
府
店
Ｂ
敷
地

徳
島
市
国
府
町
観
音
寺
字
弐
反
田
六
二
四
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
七
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
件
）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徳
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

駐
車
需
要
の
充
足
等
交
通
に
係
る
事
項

必
要
台
数
を
十
分
確
保
し
、
周
辺
交
通
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
は
、
駐
車
場
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
等
の
基
準
に
よ
る

こ
と
。
出
入
口
付
近
の
交
通
渋
滞
対
策
及
び
安
全
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

２

歩
行
者
の
通
行
の
利
便
の
確
保
等

歩
行
者
の
安
全
を
確
保
し
、
周
辺
市
道
に
損
傷
が
生
じ
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

３

廃
棄
物
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
配
慮

店
舗
内
か
ら
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物
は
、
可
燃
ご
み
又
は
資
源
ご
み
に
分
別
し
、
減
量
化
を
図
る

と
と
も
に
、
資
源
ご
み
に
つ
い
て
は
リ
サ
イ
ク
ル
に
努
め
る
こ
と
。

古
紙
類
に
つ
い
て
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
古
紙
問
屋
に
搬
入
す
る
こ
と
。

一
般
廃
棄
物
の
発
生
の
抑
制
及
び
再
利
用
並
び
に
適
正
な
処
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
市
の
施
策
に

協
力
す
る
こ
と
。

４

廃
棄
物
に
係
る
事
項
等

店
舗
内
か
ら
発
生
す
る
廃
棄
物
は
、
産
業
廃
棄
物
と
一
般
廃
棄
物
に
適
正
に
分
別
す
る
こ
と
。

分
別
し
た
廃
棄
物
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島

県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
七
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
一
号 

 
次
の
と
お
り
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
を
解
除

農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関

す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示

 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳
島
県
知
事 

 

後 

藤 

田 
 

正 
 

純 
 
 

一
１ 

指
定
解
除
年
月
日 

 
 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 

２ 

指
定
を
解
除
し
た
特
定
農
業
用
た
め
池
の
名
称
及
び
所
在
地 

      

二
１ 

指
定
解
除
年
月
日 

 
 
 

令
和
八
年
三
月
五
日 

 

２ 

指
定
を
解
除
し
た
特
定
農
業
用
た
め
池
の
名
称
及
び
所
在
地 

       

願
成
谷
池 

日
吉
中
池 

瓢
箪 名

称 

板
野
郡
上
板
町
神
宅
字
山
田
四
六
番
地
二 

阿
波
市
土
成
町
成
当
字
大
場
一
四
六
八
番
地
二
ほ
か 

阿
南
市
長
生
町
西
ノ
谷
一
番
地 

所

在

地 

丸
山
一 

吉
田
池 

名

称 

同 
 

瀬
戸
町
明
神
字
丸
山
二
三
番
地
ほ
か 

鳴
門
市
北
灘
町
折
野
字
桜
井
六
二
番
地 

所

在

地 



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
一
〇
九
四
の
三
、
一
〇
九
五
の
三
、
一
〇
九
八
の
七
、
一
〇
九
八
の
九
、

一
〇
九
九
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
三
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
好
市
東
祖
谷
久
保
九
七
〇

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
森
林
土
木
・
保
全
課
及
び

三
好
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
四
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
脇
町
字
梨
子
木
三
八
八
の
一
、
三
八
八
の
四
、
三
九
〇
の
二
、
四
一
九
、
四
二
一
、
四
三
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
梨
子
木
三
八
八
の
一
・
三
八
八
の
四
・
三
九
〇
の
二
・
四
一
九
・
四
二
一
・
四
三
〇
（
以
上

六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
土
木
・
保
全
課
及
び
美
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
八
多
町
町
田
一
番
一
地
先

３

小
松
島
佐
那

か
ら

三
四
・
〇

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

３

河
内

同

二
番
一
地
先

ま
で



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

区
域
が
所
在

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

す
る
市
町
村

自
然
現
象
の
種
類

阿
南
市

南
傍
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

(4)

花
谷

同

(6)

馬
見

同

(1)

馬
見

同

(2)

信
里

同

(4)

日
の
地

同

(12)

船
瀬

同

(1)

船
瀬

同

(2)

シ
ル
谷
３
号
谷

土
石
流

馬
見
一
号
谷

同

馬
見
二
号
谷

同

内
歩
一
号
谷

同

高
田
一
号
谷

同

大
深
原
三
号
谷

同

吉
野
川
市

柿
木
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
木

同

(3)

安
楽
寺

同

(1)

安
楽
寺

同

(2)

安
楽
寺

同

(3)

楠
根
地

同

(5)

大
内

同

(4)

久
宗

同

(5)

迎
坂

同

(4)

迎
坂

同

(5)

向
坂

同

(4)

竜
高
東
谷

土
石
流

竜
高
西
谷

同

美
馬
市

入
倉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(21)

入
倉

同

(22)

入
倉

同

(24)

入
倉

同

(25)

岡
の
上

同

(3)

岡

同

(2)



岡

同

(3)
北
庄

土
石
流

栃
谷

同

船
屋
谷

同

三
好
市

堂
面

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(2)

古
野

同

(1)

岡
屋
敷

同

(1)

堂
面

同

(7)

越
替

同

(2)

西
岡

同

(3)

西
岡

同

(4)

大
川
持

同

(9)

川
原

同

(1)

峯
ノ
久
保

同

(6)

太
刀
野
山

同

(1)

中
屋

同

(2)

西
井
川

同

(6)

辻

同

(1)
大
佐
古

同

(3)

井
内
東

同

(1)

井
内
東

同

(2)

政
友

同

(6)

黒
川

同

(10)

粟
山

同

(13)

国
政

同

(18)

下
名

同

(1)

吉
野
川
支

土
石
流

(1)

鮎
苦
谷
川
支

同

(1)

吉
野
川
支

同

(2)

里
川
谷
川
支

同

(1)

中
村
谷
川
支

同

(1)

新
町
谷

同

漆
川
左
支

同

(1)

西
岡
谷
川

同

(1)

今
久
保
谷

同

馬
谷

同

馬
場
谷

同

相
川
左
支

同

(1)

つ
る
ぎ
町

葛
籠

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(5)

中
藪

同

(7)



小
野

同

(9)

長
木

同

(8)

長
木

同

(9)

捨
子
谷
南

同

(9)

白
村

同

(1)

東
谷

土
石
流

坂
根
谷
支

同

日
開
野
１
号
谷

同

日
開
野
２
号
谷

同

小
野
谷

同

太
田
川
支

同

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
並
び
に
関
係
す
る
徳
島

県
東
部
県
土
整
備
局
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
及
び
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
の
各
庁
舎
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
七
号

次
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

区
域
が
所
在
す

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

る
市
町
村

な
る
自
然
現
象
の
種
類

三
好
市

堂
面
⑵

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
及
び
徳
島
県
西
部
総
合

県
民
局
三
好
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る

。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

区
域
が
所
在

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の

す
る
市
町
村

自
然
現
象
の
種
類

表
示
及
び
当
該
自
然
現
象
に

よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る
と

想
定
さ
れ
る
衝
撃
に
関
す
る

事
項

阿
南
市

南
傍
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

(4)

花
谷

同

(6)

馬
見

同

(1)

馬
見

同

(2)

信
里

同

(4)

日
の
地

同

(12)

船
瀬

同

(1)

船
瀬

同

(2)

シ
ル
谷
３
号
谷

土
石
流

馬
見
一
号
谷

同

馬
見
二
号
谷

同

内
歩
一
号
谷

同

高
田
一
号
谷

同

大
深
原
三
号
谷

同

吉
野
川
市

柿
木
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
木

同

(3)

安
楽
寺

同

(1)

安
楽
寺

同

(2)

安
楽
寺

同

(3)

楠
根
地

同

(5)

大
内

同

(4)

久
宗

同

(5)

迎
坂

同

(4)

迎
坂

同

(5)

向
坂

同

(4)

竜
高
東
谷

土
石
流

竜
高
西
谷

同

美
馬
市

入
倉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(21)

入
倉

同

(22)



入
倉

同

(24)

入
倉

同

(25)

岡
の
上

同

(3)

岡

同

(2)
岡

同

(3)
北
庄

土
石
流

船
屋
谷

同

三
好
市

堂
面

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(2)

古
野

同

(1)

堂
面

同

(7)

越
替

同

(2)

西
岡

同

(3)

西
岡

同

(4)

大
川
持

同

(9)

川
原

同

(1)

峯
ノ
久
保

同

(6)

太
刀
野
山

同

(1)

中
屋

同

(2)

西
井
川

同

(6)

辻

同

(1)
大
佐
古

同

(3)

井
内
東

同

(1)

政
友

同

(6)

黒
川

同

(10)

粟
山

同

(13)

国
政

同

(18)

下
名

同

(1)

鮎
苦
谷
川
支

土
石
流

(1)

吉
野
川
支

同

(2)

里
川
谷
川
支

同

(1)

中
村
谷
川
支

同

(1)

漆
川
左
支

同

(1)

西
岡
谷
川

同

(1)

今
久
保
谷

同

相
川
左
支

同

(1)

つ
る
ぎ
町

葛
籠

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(5)

中
藪

同

(7)

小
野

同

(9)

長
木

同

(8)

長
木

同

(9)



捨
子
谷
南

同

(9)

白
村

同

(1)

東
谷

土
石
流

坂
根
谷
支

同

日
開
野
１
号
谷

同

日
開
野
２
号
谷

同

小
野
谷

同

太
田
川
支

同

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
並
び
に
関
係
す
る
徳
島

県
東
部
県
土
整
備
局
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
及
び
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
の
各
庁
舎
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号

次
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

区
域
が
所
在
す

区
域
の
名
称

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り
建
築

る
市
町
村

な
る
自
然
現
象
の
種
類

物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
衝

撃
に
関
す
る
事
項

三
好
市

堂
面
⑵

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課
及
び
徳
島
県
西
部
総
合

県
民
局
三
好
庁
舎
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

城
東
高
等
学
校
ほ
か
五
十
一
施
設
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

一
六
、
○
一
四
、
○
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
政
策
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｖ
―
Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
〇
番
九
号

五

落
札
金
額

四
億
三
千
八
百
三
十
七
万
六
千
二
百
七
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
十
二
月
二
日




